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エネルギー基本計画に対する意見 

自然エネルギーを中心とした社会への転換を！ 

WWFジャパン 
2013年 12月 27日（金） 

 
 
 

第一部	 どのようなエネルギー基本計画であるべきか 

１．再生可能エネルギー導入目標および省エネルギー目標 

★再生可能エネルギーの導入数値目標を、電力および熱利用について掲げる

べき 
WWFジャパンは、日本が中長期的にめざすべきは、化石燃料や原子力を主体とした「ベストミ

ックス」に依存する社会ではなく、再生可能エネルギーを中心とした社会であると考えます。その

ような社会は、目指さなければ達成することはできません。 

中期（2020／2030年）および長期（2050年）に関して、再生可能エネルギーの導入について、
具体的な数値目標を掲げるべきです。その際に使用するべき指標は、日本の消費電力量中に占める

再生可能エネルギーの比率と、熱消費量中に占める再生可能エネルギーの比率であるべきです。 

現在の政策の指針となっている「最大限加速する」という定量的な表現は、無いよりははるかに

良いものではありますが、仮に導入が大きく進まなかった場合でも、「これが『最大限』であった」

という言い訳を許す可能性を残しており、日本全体としてどれくらい再生可能エネルギーを導入し

ていくかの指針となりえません。固定価格買取制度という「手段」の状態を確認するにあたっても、

「目的」たる数値目標が明確でなければ、果たして「目的」に対して同制度が十分であるのかを適

切に判断することが困難です。 

WWFジャパンが 2011年～2013年に発表した『脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案』
では、2050年までに日本のエネルギー需要のすべてを再生可能エネルギーから供給することが可
能であることを示しました。その際の 2020～2050年の 10年ごとの電力および熱・燃料における
再生可能エネルギーの比率は表のようになっています。 

図図表表  1：：WWFシシナナリリオオににおおけけるる再再生生可可能能エエネネルルギギーーのの割割合合  

 2008  2020 2030 2040 2050 
 11% 29% 54% 81% 100% 

 1% 15% 38% 56% 73% 
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（出所）WWFジャパンのエネルギーシナリオ1より作成 

 

これらの数字は、日本が再生可能エネルギーについて最も野心的なビジョンを採択した際の数字

といえます。この数字に極力近い数値目標を採択し、エネルギー基本計画の中で、再生可能エネル

ギー中心社会への移行を明確に示すことが重要です。 

原子力の方針が決まらなければ、再生可能エネルギーの目標を決めることができないという客観

的な論拠はありません。 

★省エネルギーに関する目標を、原単位および総消費量の双方で持つべき 
WWFジャパンは、再生可能エネルギー導入に関する数値目標とともに、省エネルギーに関して

も数値目標を掲げることが必要であると考えます。日本は、世界で最も効率がよく、かつエネルギ

ー消費の無駄のない社会へと移行していくことが可能な国です。そのような社会へと移行するため

には、具体的な数値目標が不可欠です。 

「さらに加速していく」という定量的な表現は、無いよりは良いものではありますが、仮に導入

が大きく進まなかった場合でも、「改善はされたので『加速』はされた」という言い訳を許す可能

性を残しています。企業が今後数十年にわたって使う機器の設備やインフラ投資をおこなったり、

自治体がまちづくりを検討したりする際に、積極性を引き出すような指針となりえるように、具体

的な数値を示す必要があります。 

省エネルギーに関しては、「GDP当たりの一次エネルギー消費量（供給量と同じ）」という原単
位の目標に加えて、最終エネルギー消費量の総量を減らしていくことも指標として設定することが

必要です。 

原単位目標は、効率性改善を目指す観点から重要であり、総量目標は日本全体のエネルギー消費

量が減っていくことを確保するために重要です。仮に効率が改善しても、結果としてよりエネルギ

ーを使う社会になってしまっては、多くの無駄が発生する社会から脱却はできません。そのために

も、総量目標が必要です。 

WWFジャパンが 2011年～2013年に発表した『脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案』
は、2050年までに最終エネルギー消費を現状の約半分まで減らすことができることを示していま
す。その際の 2020～2050年の 10年ごとの減少率は表のようになっています。 

図図表表  2：：WWFシシナナリリオオににおおけけるる最最終終エエネネルルギギーー消消費費量量削削減減率率  

 2020 2030 2040 2050 

 
2008  

-21.0% -33.9% -42.8% -51.8% 

（出所）WWFジャパンのエネルギーシナリオより作成 

エネルギー基本計画が採択するべき省エネルギー目標は、こうした野心的な省エネのビジョンに

基づいたものでなければなりません。 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 WWF 4 URL  
http://www.wwf.or.jp/re100  
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★目標値は、2020年、2030年、2050年の最低 3つの時間軸でもつべき。 
再生可能エネルギーおよび省エネルギーに関する数値目標は、少なくとも 2020年、2030年、

2050年の 3つの時間軸で掲げることが必要です。 

2020年は、直近の投資判断等に指針を与え、かつ気候変動の目標の見直しの基礎とするために
必要です。 

2030年は、今後の中期での投資やまちづくりの指針とするために必要です。また、気候変動の
2020年以降の国際枠組みにおける目標数値の基礎とするためにも必要です。 

2050年は、日本が長期に渡ってどのような社会を築いていきたいかのビジョンを内外に示すた
めに必要です。2050年という長期に対する「予測」は難しいかもしれませんが、2050年にこのよ
うな社会でありたいという「意志」を示すことは可能なはずです。また、この 2050年目標は、す
でに第四次環境基本計画に存在する温室効果ガス排出量削減に関する長期目標と整合的でなけれ

ばなりません。 

２．野心的な気候変動政策との整合性 

★2020年までに少なくとも 1990年比 15％以上削減する気候変動目標と整合的な
エネルギー基本計画にするべき 
日本政府が 2013年 11月 15日に発表した新しい 2020年目標（2005年比 3.8％削減）は、基準

年（1990年）比に換算すれば 3.1％増の実質「増加」目標であり、極めて不適切な目標です。 

2020年の目標は、25％削減目標の維持が理想ですが、残り 7年を切ってしまったことを考える
と、不可能ではないにしても厳しくなったことは事実です。しかし、世界全体として、必要な削減

量と現状約束された削減量との間に 80～120億トンもの「ギガトン・ギャップ」が存在し、それ
をどう埋めるかを議論している中で、いたずらに大幅に削減目標を引き下げるのは、世界に対して

無責任です。 

WWFジャパンは、2020年に向けての中期目標が議論になった 2009年に、15％～30％削減の
範囲の中で目標を決定するべきであると主張しました。状況が厳しくなった現在でも、少なくとも

この下限である 15％以上の削減は日本として誓約するべきです。またそれは、WWFジャパンが発
表した『脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案』によれば、十分に余裕をもって達成可能で

あると考えます。 

したがって、最低限、2020年までに温室効果ガス排出量を 15％削減する中期目標と整合的なエ
ネルギー基本計画とするべきです。再生可能エネルギー導入目標や省エネルギー目標も、これと整

合的にするべきです。 

★野心的な 2030年・2050年気候変動目標と整合的なエネルギー基本計画とする
べき 
今後も、引き続き気候変動問題についての取り組みを実施していく上で、2030年および 2050

年に向けての気候変動目標は重要です。今後の国際交渉では、2020年以降の国際枠組み成立へ向
けた議論が本格化するため、2030年目標が 1つの焦点となることは必至です。 

エネルギー基本計画自体の中では、温室効果ガス排出量削減目標を直接的に決めるべきではあり

ませんが、本来、エネルギー基本計画の議論自体、その議論と表裏一体で行うべきです。少なくと
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も、エネルギー基本計画は、野心的な 2030年・2050年の排出削減目標と整合的なものでなけれ
ばなりません。 

WWFジャパンの『脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案』では、日本社会が 2050年に
再生可能エネルギー100％を達成するような社会へと移行していった場合（つまり、エネルギー起
源の CO2排出量は 2050年時点でゼロ）、2030年時点では、1990年比で 58％削減が達成されるこ
とが示されています。 

エネルギー基本計画は、この「2030年にエネルギー起源 CO2排出量 58％削減」と整合的に検
討がされるべきです。 

図図表表  3：：WWFシシナナリリオオににおおけけるるエエネネルルギギーー起起源源 CO2のの削削減減率率（（1990年年比比））  

 2020 2030 2040 2050 
CO2  

1990  -25% -58% -83% -100% 

（出所）WWFジャパンのエネルギーシナリオより作成 

★国内での取り組みを大前提とした上で、海外での排出量削減に対する協力

の在り方を検討するべき 
日本以外の国々の排出量増加が著しい中、それらの国々での排出量削減を後押しすることも、日

本がとるべき重要な対策の 1つです。 

ただし、これには 2点、注意が必要です。 

第 1に、新興国など排出量増加が著しい国での削減ができたとしても、それは、日本国内におけ
る削減努力を不要にするものでは決してありません。「2℃未満」を達成するような全世界での排出
量削減シナリオでは、新興国での大幅な排出量削減を想定したとしても、日本での大幅削減は必要

であることが示されています（図表 4）。そもそも、日本が世界全体の排出量に占める割合は 4％以
下にすぎないから、自国内での削減をしても意味がないという論調は、自らの責任放棄にすぎませ

ん。日本の排出量はいまだに世界第 5位であり、もし日本での削減努力が必要ないというならば、
残りの世界 180か国における努力も必要ないと言っていることになります。これは日本の本意では
ないはずです。 

第 2に、海外での協力の下に削減される排出量は、その国自身の努力も当然ながら含まれるため、
日本での純粋な削減と、単純に努力の主体の面で混同するべきではありません。たとえば、日本が

輸出した技術を購入・導入してくれた国で削減が起きた場合、その削減を「日本の貢献」として日

本の削減努力に組み込むことは、本当に適切・公平でしょうか。仮に、日本がその「貢献」を自国

の削減分として算定する一方、購入してくれた国でも購入したのは自国だからと削減分の算定が起

きれば、削減の二重カウントが起き、世界全体の削減量が水増しされてしまいます。 

以上を踏まえ、日本として国内で行うべき削減と、日本が海外での技術・資金での削減努力は、

現時点では明確に峻別しておくことが必要です。そして、日本での削減努力は、これまでの姿勢を

改め、より野心的な目標の下、取り組むべきです。そして、海外での削減協力については、日本国

内での削減とは別に、実質的な貢献度合いを見極めながら、算定をしつつ、取り組みを行うべきで

す。 
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図図表表  4：：世世界界全全体体でで温温室室効効果果ガガススをを 2050年年ままででにに 80％％削削減減すするる場場合合のの各各国国分分担担ににつついいててのの研研究究のの一一例例  

 

（出所）WWFインターナショナルの報告書2より 

 

３．電力システム改革の着実な推進 

★発送電分離を実現して、最終的には所有権分離へと移行する方針を出すべ

き 
送電網を新規の発電会社も公平に使えるような体制をつくるには、発電・送電・配電を一括所有

する地域独占型の電力システムから、送電部門を切り離して独立性と透明性を高め、公平性を確保

することが不可欠です。 

本年 4月に採択された「電力システムに関する改革方針」では、改革の第 3段階において、「法
的分離による送配電部門の中立性の一層の確保」が 2018～2020年までを目途に実施されることが
目指されることとなりました。 

発送電分離には、法的に分離する形式から、機能を分離する形式、所有権を分離する形式とあり

ますが、系統運用会社が自ら送電網を所有し、送電網増強計画や整備に責任を持つ形が最も効果が

高いことから、日本においても最終的には所有権分離へ移行するべきです。また、送電会社＝系統

運用会社とし、公益性が高い事業形態とするべきです。 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Niklas Höhne and Sara Moltmann. (2009) Sharing the effort under a global carbon budget (Commissioned by WWF 
International). Ecofys.  
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★広域運用体制の整備を加速するべき 
大量の再生可能エネルギー電力の活用のためには、広いエリアで再生可能エネルギーの変動を吸

収していくことが欠かせません。このためには、広域運用機関が、強い権限を持って一括して中央

で電力の運用を制御できる系統運用システムの確立が必要です。 

本年 11月に電気事業法の改正案が可決されたことで、電力システム改革の第 1段階として、「広
域的運営推進機関」が 2015年 4月を目途に創設されることになりました。広域運用体制確立の一
歩として評価できることで、現在広域的運営推進機関の具体的な制度設計が急ピッチで進められて

います。 

この議論の中では、単にこれまでのような電力融通の延長線上にある運用を前提にするのではな

く、再生可能エネルギーを大量に活用するためには何が必要かという問題意識の下で、最適な広域

運用の在り方を設計していくことが必要です。まずは緊急時だけではなく、平常時から再生可能エ

ネルギーの変動吸収を主要な目的とした広域運用をする体制を作っていくことが肝心です。制度設

計の遅れが再生可能エネルギー普及にとっての足かせとならないように、議論を加速することが必

要です。 

★気象予測を使った出力予測システムを活用するべき 
再生可能エネルギーの中で主力となる風力および太陽光発電を大量に導入し、経済的・効率的に

系統運用していくには、気象予測に基づく出力予測システムの確立が不可欠です。広域的運営推進

機関には当初から出力予測システムを備える体制を作ることが急務です。広域と地域の中央給電指

令所の双方で出力予測システムを活用できるように、ユーザーの特性に合わせた様々な出力予測シ

ステムの開発と運用を同時に行っていくべきです。 

★日本の再生可能エネルギーのポテンシャルの最大活用を可能にする電力系

統強化の工程表を作成するべき 
WWFジャパンの『脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案	 ＜第 4部	 電力系統編＞』に

よれば、電力における再生可能エネルギーの割合が 50％を超えるまでは、設計上の送電容量ベー
スで言えば、既に計画されている電力系統増強の範囲内でも再生可能エネルギーの変動に十分対応

できることが示されています。 

喫緊の課題は、設計上の送電容量に比べて異様に少ない現状の運用容量をあげていくことです。

ハードルとなっているこれまでの連系線運用ルールを早急に変更し、再生可能エネルギーの地域的

な偏在を有効活用できる連系線活用ルールにしていくべきです。 

しかし、再生可能エネルギー中心の社会に移行していくためには、いずれにしても電力系統の増

強が必要であり、リードタイムが必要であることを考えると、現時点から 2050年へ向けての電力
系統の増強を計画しておくことが望ましいといえます。 

図表 5は、WWFのエネルギーシナリオにおいて示された 2040年に電力に自然エネルギーの占
める割合が 80％をこえた場合に必要な地域間連系線の容量です。少なくとも、この水準にまで地
域間連系線を増強することを考慮して、今から電力系統の強化の工程表を作成するべきです。 
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図図表表  5：：2040年年のの地地域域間間連連系系線線のの送送電電容容量量ののイイメメーージジ図図  

 

（出所）WWFジャパンのエネルギーシナリオより作成 

４．原子力の段階的廃止 

★原子力発電は、段階的かつ着実に廃止してくべき。 
原子力発電については、従来からその危険性が指摘されている中で、東京電力福島第一原子力発

電所の事故が起きてしまいました。この悲劇が改めて如実に示した発電所の事故リスク、事故後の

対応の難しさ、事故が発生した場合の被害の大きさや不可逆性、核廃棄物問題の未解決状態の継続、

電気料金に反映されていない膨大な費用、テロ等の追加的なリスクをふまえると、このエネルギー

源に対する依存をこれ以上継続することは、日本にとって望ましい選択肢ではありません。 

WWFジャパンは、段階的かつ着実に原子力発電所を廃止していく方針をエネルギー基本計画の
中で示すべきであると考えます。 

まず、今後 1～2年間の間に、すべての原子力発電所に対して、規制委員会の新規制基準を満た
し、かつ適切な避難計画等を準備することを求めます。それが満たせない原子力発電所は、即時に

廃止・廃炉過程を開始するべきです。 

その他の原子力発電所については、条件が整ったことを前提として、再稼働を認めますが、その

後は、運転開始から 30年間を経過したものから順次、廃止・廃炉過程を開始するべきです。 

また、当然ながら、新規増設をしないことも方針とするべきです。 
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このような方針を出しつつ、再生可能エネルギーおよび省エネルギーの進展を見て、可能であれ

ば全廃の時期を早めることも検討するべきです。 

★核燃料サイクルは中止するべき 
核燃料サイクル政策は、すでに 10年以上大きな進展を見せることができていません。もんじゅ

の不備、六ヶ所再処理工場の遅延など、すでに膨大な費用を浪費してきています。原子力は日本の

エネルギーの中核を担うエネルギーとしては不適切であり、そのエネルギーのための核燃料サイク

ル政策ももはや存続させる意義はありません。終わらせるのが難しいからという理由で継続するこ

とは、将来世代に対して負担を押し付けることにつながります。これ以上の費用の浪費を避けるた

めにも、核燃料サイクルは中止することが必要です。 

５．熱・燃料政策と水素 

★再生可能エネルギーから作る水素の活用に重点を置くべき 
再生可能エネルギーを中心とした社会を構築するにあたって、1つの課題となりえるのが、熱・

燃料需要への対応です。現在でも、最終エネルギー消費の 4分の 1が電力で、残りの 4分の 3が熱・
燃料の形で消費されています。 

この熱・燃料需要に対応する 1つの手段として、再生可能エネルギーから作る水素の使用があり
ます。 

WWFジャパンの『脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案』では、変動する一部の再生可
能エネルギーの余剰時を活用して水素を生産し、それを熱・燃料需要に充てるという考え方をとっ

ています。これは、変動する再生可能エネルギーの発電電力量を電力需要に極力あわせることを可

能とすると同時に、余剰時の発電電力量を無駄にすることなく、熱・燃料需要への対応を可能にす

るという利点があります。 

	 水素の活用については、今の日本では化石燃料からの生産が主に検討されていますが、過渡期や

実証期におけるそうした活用はあるとしても、将来的には再生可能エネルギーからの水素の活用へ

と発展させていくべきです。 

６．実質的な市民参加の確保 

★能動的に市民からの意見を収集するべき。 
政府は、エネルギー基本計画のように、一般市民の生活にとっても重要でありながらも複雑な問

題については、単に形式的なパブリック・コメントをウェブサイトで募集するのみでなく、能動的

に市民からの意見を収集するべきです。 

その意味で、2012年に実施された「国民的議論」において、討論型世論調査、地域での公聴会、
ウェブサイトで具体的な選択肢を提示してのパブリック・コメントといった試みはポジティブな方

向への一歩でした。 

今回のエネルギー基本計画は、2012年の国民的議論の結果が全く考慮されないばかりか、同じ
水準での意見収集の試みを行おうとすらしないなど、一般市民からの意見を集めようという意志が

見られないことは、市民軽視の姿勢を端的に示しており、極めて問題です。 

総合部会および基本政策分科会の開催期間を通じて、パブリック・コメントの時期を募集し続け

たこと自体は、震災以前のエネルギー政策過程に比べればよい点として挙げることはできますが、

あくまでウェブサイトに掲載した程度で終わってしまったこと、肝心の委員会としての原案が出て
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きたからの意見聴取は年末年始を挟んだ期間に行われ、よほど注意してみていなければ気づくこと

すらままならないタイミングで行うことなど、極めて問題が多いと言わざるを得ません。 

少なくとも、地方経済産業局を通じて各地での場を設定しての意見収集、政府広報を通じての意

見募集の新聞・雑誌・テレビ CM・ラジオ番組での告知、マスメディア各社への協力依頼を行うべ
きでした。また、問題を考える材料となる資料の整備も行うべきでした。 

今回のエネルギー基本計画策定自体のプロセスも問題ですが、今後、同様のエネルギー政策につ

いての重要決定を行う際には、意見募集をより能動的に行うようにするべきです。 

★市民参加を組み込んだ政策設定スケジュールを設定するべき 
これまで行われてきた政策決定においては、政策原案を形成するにあたっての意見募集は、あく

まで形式的なものにとどまり、その期間も、先例に倣うという言い訳の下で極めて短い期間しか実

施されませんでした。 

今後は、そのような形式的な意見募集ではなく、あらかじめ、市民からの意見募集を組み込んだ

上で、政策決定スケジュール自体を設定するべきです。 

今回のケースであれば、年内にエネルギー基本計画を採択することが必要なのであれば、具体的

な論点に対する市民からの意見募集期間を 2か月程度設け、それを踏まえた議論を行った上で結論
を出すというスケジュールをあらかじめ設定するべきでした。たとえば、8月までの議論で大まか
な論点を用意し、8～10月までを具体的論点に沿って意見を募集し、その結果を受けて、11～12月
で結論を得るというようなスケジュールで本来的には行うべきでした。 

海外の例では、たとえば、欧州委員会が 2011年 12月にエネルギーロードマップを採択した際に
は、2010年 12月から 2011年 3月までの約 3か月間にわたってパブリック・コンサルテーション
として、意見募集が具体的な論点について行われました。そして、そこから得られた意見の集約と

要約が行われ、それを踏まえた上での議論が行われ、最終的な案の採択へと議論が進みました。こ

れとて、十分なコンサルテーションとは言えないでしょうが、現状、日本で行われているプロセス

と比較すれば、１）パブリック・コンサルテーション期間が圧倒的に長いこと、２）議論の中で具

体的に必要とされる論点について意見募集を行っていること、３）意見内容の要約を行い、その後

の議論に活用していること、などの点において、学ぶべき点があります。 

エネルギー問題における市民参加の軽視は、ひるがえって、具体的な政策実施における市民参加

の意識を下げます。幅広く、かつ深い市民参加は、結果として、政府としての政策実施にとっても

プラスに働くはずです。
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第二部：基本政策分科会「エネルギー基本計画についての意

見」に対する意見 

第 1章に対する意見 
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第 2章に対する意見 
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第 3章に対する意見 
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